
【資料　1】
　2025．10．1　　  　

区　分 役　職 氏　名 任期

東京都立大学法学部教授 星　周一郎 再  任（2期目)

杉並環境カウンセラー協議会理事長 松木　茂 再  任（4期目）

杉並警察署生活安全課長 松橋　賢壮 新  任

高井戸警察署生活安全課長 佐野　博幸 再  任（2期目）

荻窪警察署生活安全課長 　稲員　徳政 再  任（2期目）

杉並消防署警防課災害対策調整担当課長 國澤　健一 新  任

荻窪消防署警防課長 和田　正治 再  任（2期目）

杉並防犯協会会長  明石　文子 再  任（2期目）

高井戸防犯協会会長 丸山　光男 再  任（10期目）

荻窪防犯協会会計 横山　重男 新  任

杉並区町会連合会会計理事 北澤　五百子 新  任

杉並区商店街振興組合連合会副理事長 中島　安次 再  任（2期目）

杉並区環境衛生協会会長 加藤　浩和 再  任（3期目）

杉並防犯協会監事 市村　敦子 再  任（12期目）

劔持　一弘 新  任

小川　健大朗 新  任

福田　章子 新  任

宇野　新一 新  任

石川　圭一 新  任

峰村　久美子 新  任

　　　　　　　杉並区生活安全協議会委員名簿(第12期)

　学識経験者　

関係行政機関

区民団体委員

区民公募委員



【資料 1-2】 
環境課生活環境担当作成 

令和 7 年 4 月１日 

 

杉並区生活安全協議会事務局名簿 

 

役 職 氏 名 連絡先 その他 

環境部長 小 松 由美子 内線 3700  

危機管理室長 林 田 信 人 内線 1580  

危機管理室地域安全担当課長 佐 野 英 哉 内線 1582  

環境部環境課長 土田  麻紀子 内線 3701 R7.4.1 異動 

環境部ごみ減量対策課長 坪 川 征 尋 内線 3721  

杉並清掃事務所長 河 合 義 人  5355-7911 R7.4.1 異動 

危機管理室危機管理対策課 

 地域安全担当係長 
井 出  学 内線 1585  

環境部杉並清掃事務所 

 管理係長 
瀧ヶ﨑 美  穂 3392-7281 R7.4.1 異動 

環境部環境課 

 生活環境担当係長 
好 富 健 一 内線 3706  

環境部環境課 

 生活環境担当係長 
若 林  譲 内線 3707  

環境部環境課生活環境担当 大 前 康 輝 内線 3707  

環境部環境課生活環境担当 越 村 清 志 内線 3707  

環境部環境課生活環境担当 本 名 愛 子 内線 3706  

環境部環境課生活環境担当 小谷野 美 保 内線 3706  
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生活安全協議会資料 

令 和 7年 1 2月 12日 

 

杉並区生活安全及び環境美化に関する条例 

 

平成15年３月17日 条例第15号 

  

 

（目的）  

第１条 この条例は、生活安全及び環境美化について必要な事項を定めることにより、生活

安全及び環境美化に関する区民等及び事業者の意識の高揚に努め、その自主的な活動を支

援するとともに、地域の犯罪の防止及び環境美化の促進を図り、もって安全で快適な杉並

区（以下「区」という。）をつくることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

(１) 区民等 区民（区内に居住する者をいう。以下同じ。）及び区内に滞在し、又は区

内を通過する者をいう。 

(２) 事業者 区内において、事業活動を行うものをいう。 

(３) 関係行政機関 区の区域を管轄する警察署、消防署、国道及び都道の管理事務所そ

の他の行政機関をいう。 

(４) 吸い殻等 たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くずその他これらに類

する物をいう。 

(５) 空き缶等 飲料、食料等を収納し、又は収納していた缶、瓶その他の容器をいう。 

(６) 公共の場所 道路、公園、河川、駅前広場その他の公共の用に供する場所（屋外に

限る。）をいう。 

(７) 落書き 公共の場所及び他人が所有し、占有し、又は管理する建築物その他の工作

物を、みだりに塗料等により汚損することをいう。 

（区の責務） 

第３条 区は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる事項について必要な施策を実施

しなければならない。 

(１) 区民等及び事業者の生活安全及び環境美化に関する意識の啓発 

(２) 区民等及び事業者の行う生活安全及び環境美化に関する活動の支援 

(３) 安全で快適な地域社会をつくるための環境の整備 

（区民等の責務） 

第４条 区民等は、相互に協力して生活安全の確保及び環境美化の推進に努めるものとす

る。 

２ 区民等は、次に掲げる事項をしてはならない。 

(１) 吸い殻等及び空き缶等をみだりに公共の場所に捨てること。 

(２) 落書きをすること。 

(３) 自己の所有し、又は飼養（保管を含む。）する犬のふんをみだりに公共の場所に放

置すること。 

３ 区民等は、次に掲げる事項に努めなければならない。 

(１) 公共の場所を歩行中（自転車乗車中を含む。）に喫煙をしないこと。 

(２) 吸い殻入れが備え付けられていない公共の場所で喫煙をするときは、携帯用吸い殻

入れを携帯し、これを使用すること。 

４ 区民等は、自動車（原動機付き自転車を含む。）及び自転車、家具、電気器具その他の

粗大ごみをみだりに公共の場所に捨ててはならない。 
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５ 区内の土地又は建築物（以下「土地等」という。）を所有し、又は管理するものは、当

該土地等を不良な状態（みだりに草木を繁茂させ、又は廃棄物を放置すること等により、

当該土地等の周辺に居住する者の健康の保持若しくは生活環境の保全又は防犯上支障を生

ずるおそれのある状態をいう。以下同じ。）にしないように、適正に管理しなければなら

ない。 

６ 区民等は、この条例の目的を達成するため、区及び関係行政機関が実施する施策に協力

しなければならない。 

（事業者の責務） 

第５条 事業者は、区内に有する事業所の周辺その他事業活動を行う地域において、生活安

全の確保及び環境美化の推進に努めなければならない。 

２ 吸い殻等及び空き缶等の散乱の原因となるおそれのあるたばこ、飲料等の製造、加工、

販売等を行う事業者は、吸い殻等及び空き缶等の散乱を防止するため、区民等に対する意

識の啓発に努めなければならない。 

３ 空き缶等の散乱の原因となるおそれのある飲料、食料等の販売を行う事業者は、販売場

所（自動販売機の設置場所を含む。）に空き缶等の回収容器を設置し、これを適正に管理

しなければならない。 

４ 事業者は、看板、立札、ポスターその他これらに類する物をみだりに公共の場所に放置

してはならない。 

５ 事業者は、この条例の目的を達成するため、区及び関係行政機関が実施する施策に協力

しなければならない。 

（関係行政機関の責務） 

第６条 関係行政機関は、この条例の目的を達成するため、区が実施する施策に協力するも

のとする。 

（区民の自主的な組織活動への支援） 

第７条 区長は、生活安全の確保及び環境美化の推進に関する区民の自主的な組織活動を支

援することができる。 

（安全な地域社会をつくるための環境の整備） 

第８条 区長は、共同住宅、大規模な店舗その他の規則で定める建築物（以下「共同住宅

等」という。）について、建築基準法（昭和25年法律第201号）に基づく確認申請を行おう

とする建築主に対し、防犯設備の設置について、あらかじめ、当該共同住宅等の敷地を管

轄する警察署と協議をするよう指導するものとする。 

２ 区長は、街路灯の整備その他の生活安全に係る環境の整備に努めなければならない。 

（ビラ等の散乱の防止等） 

第９条 何人も、屋外広告物（第３項に掲げる文書図画を除く。）を掲出し、又はビラその

他の宣伝用の物品（以下「ビラ等」という。）を配布するときは、まちの景観及び通行の

安全を害してはならない。 

２ 公共の場所において、ビラ等を配布し、又は配布されたものは、そのビラ等が散乱した

ときは、速やかにこれを回収し、当該公共の場所の清掃を行わなければならない。 

３ 公職選挙法（昭和25年法律第100号）に基づき撤去すべき期日等が定められている選挙運

動用又は政治活動用の文書図画を掲示した者（掲示責任者を含む。）は、当該期日等まで

に、当該文書図画を撤去しなければならない。 

（草木の除去及び廃棄物の処理の委託） 

第９条の２ 不良な状態にある土地等を所有し、又は管理する者は、疾病その他やむを得な

い理由により、自ら草木の除去及び廃棄物の処理をすることができないときは、これを区

長に委託することができる。 

（生活安全・環境美化推進モデル地区） 

第10条 区長は、吸い殻等及び空き缶等の散乱が著しく、又は屋外広告物が放置され、か

つ、特に生活安全の確保及び環境美化の推進を図る必要があると認められる地区を、生活
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安全・環境美化推進モデル地区（以下「推進モデル地区」という。）として、指定するこ

とができる。 

２ 区長は、推進モデル地区において、関係行政機関の協力を得て、第３条各号に掲げる事

項を重点的に実施するものとする。 

３ 区長は、推進モデル地区を指定しようとするときは、当該推進モデル地区の区民及び区

内に滞在する者の意見を聴くとともに、当該推進モデル地区を管轄する警察署と協議する

ものとする。 

４ 区長は、第１項の推進モデル地区を指定したときは、その旨を告示しなければならな

い。 

５ 前２項の規定は、推進モデル地区を変更し、又は解除する場合について準用する。 

（路上禁煙地区） 

第11条 区長は、特に必要があると認める地区を、路上禁煙地区として指定することができ

る。 

２ 前項の指定は、終日又は時間帯を限って行うことができる。 

３ 路上禁煙地区においては、道路上で喫煙する行為及び道路上（沿道の植栽帯を含む。）

に吸い殻を捨てる行為を禁止する。 

４ 区長は、路上禁煙地区を指定しようとするときは、当該地区の区民及び区内に滞在する

者の意見を聴くとともに、当該路上禁煙地区を管轄する警察署と協議するものとする。 

５ 区長は、路上禁煙地区を指定したときは、その旨を告示しなければならない。 

６ 前２項の規定は、路上禁煙地区を変更し、又は解除する場合について準用する。 

（指定の見直し） 

第12条 第10条第１項の推進モデル地区及び前条第１項の路上禁煙地区の指定の見直しは、

１年ごとに行うものとする。 

（協議会の設置） 

第13条 生活安全及び環境美化に関する施策の実施に関し、区長の諮問に応じて調査審議す

るため、杉並区生活安全協議会（以下「協議会」という。）を置く。 

２ 協議会は、生活安全及び環境美化に関する事項について、区長に意見を述べることがで

きる。 

（協議会の組織） 

第14条 協議会は、次に掲げる者につき、区長が委嘱する委員20人以内をもって組織する。 

(１) 区民 

(２) 学識経験者 

(３) 関係行政機関の職員 

２ 委員の任期は２年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前

任者の残任期間とする。 

（協議会の会長） 

第15条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

３ 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。 

（協議会の会議） 

第16条 協議会は、会長が招集する。 

２ 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。 

３ 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところ

による。 

４ 協議会の会議は、公開とする。ただし、協議会の議決があったときは、非公開とするこ

とができる。 

（勧告及び命令） 

第17条 区長は、第５条第３項の規定に違反している事業者に対し、回収容器を設置し、又



4/7  

はこれを適正に管理するよう勧告することができる。 

２ 区長は、第９条第１項の規定に違反した者に対し、屋外広告物の撤去又は通行の安全の

確保その他必要な措置を講じるよう勧告することができる。 

３ 区長は、第９条第３項の規定に違反した者に対し、文書図画の撤去その他必要な措置を

講じるよう勧告することができる。 

４ 区長は、第４条第２項各号若しくは同条第４項の規定に違反した者又は同条第５項若し

くは第９条第２項の規定に違反したものに対し、生活環境を著しく害していると認めると

きは、期限を定めて、必要な改善その他必要な措置を命ずることができる。 

５ 区長は、第１項から第３項までの規定による勧告又は前項の規定による命令を受けたも

のが、正当な理由なくその勧告又は命令に従わないときは、その旨を公表することができ

る。 

（代執行） 

第17条の２ 区長は、第４条第５項の規定に違反して前条第４項の規定による必要な改善そ

の他必要な措置を命ぜられた者がこれを履行しない場合において、他の手段によってその

履行を確保することが困難であり、かつ、その不履行を放置することが著しく公益に反す

ると認められるときは、行政代執行法（昭和23年法律第43号）の規定により、自ら義務者

のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収す

ることができる。 

（立入調査） 

第17条の３ 区長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、必要と認める場

所に立ち入り、その状況を調査させ、又は関係人に質問させることができる。 

２ 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提

示しなければならない。 

（委任） 

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

（罰金） 

第19条 推進モデル地区内において第４条第２項各号の規定に違反し、第17条第４項の命令

を受けてこれに従わなかった者は、５万円以下の罰金に処する。 

（告発） 

第20条 前条に該当する者があるときは、区長は、これを告発するものとする。 

（過料） 

第21条 次の各号のいずれかに該当する者は、２万円以下の過料に処する。 

(１) 推進モデル地区内において第４条第２項各号の規定に違反し、生活環境を著しく害

していると認められる者（次号に該当するものを除く。） 

(２) 第11条第３項の規定に違反して喫煙し、又は吸い殻を捨てた者 

附 則 

１ この条例は、平成15年10月１日から施行する。ただし、第19条から第21条までの規定

は、規則で定める日から施行する。 

（平成21年規則第29号で第21条（第１号を除く。）の規定は、平成21年10月１日か

ら施行） 

２ 杉並区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和50年杉並区条例第31

号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

附 則（平成16年10月12日条例第31号） 

この条例は、平成16年11月１日から施行する。 
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生活安全協議会資料 

令 和 7年 1 2月 12日 

 

杉並区生活安全及び環境美化に関する条例施行規則 

 

平成15年９月30日 規則第107号 

 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、杉並区生活安全及び環境美化に関する条例（平成15年杉並区条例第15

号。以下「条例」という。）の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（警察署と協議をするよう指導する建築物） 

第２条 条例第８条第１項の規則で定める建築物は、次のとおりとする。 

(１) 共同住宅（住戸の数が、５以上のものに限る。） 

(２) 大規模な店舗（建物の営業を行うための店舗（小売店、飲食店、興行場その他区長

が定めるものに限る。）の用に供される床面積の合計が、500平方メートル（午後11時か

ら午前６時までの間において営業を行う施設にあっては、300平方メートル）を超えるも

のに限る。） 

(３) 長屋（住戸の数が、５以上のものに限る。） 

(４) 寄宿舎及び下宿 

(５) 清涼飲料、パンその他の飲食料品の小売業を営む店舗であって、１日につき14時間

以上営業を行うもの（第２号に該当するものを除く。） 

（委託の手続） 

第２条の２ 条例第９条の２の規定により草木の除去及び廃棄物の処理（以下「草木の除去

等」という。）を委託しようとする者は、委託申込書（第１号様式）により区長に申し込

み、その承諾を受けなければならない。 

２ 区長は、前項の規定による申込みを承諾したときは、別に定める契約書により草木の除

去等の委託契約を締結するものとする。 

（草木の除去等の費用） 

第２条の３ 草木の除去等を委託する者は、前条第２項の契約を締結した際に、委託料を納

付しなければならない。ただし、区長が特別の理由があると認めるときは、この限りでな

い。 

２ 前項の委託料は、草木の除去等に要する実費とする。 

（生活安全・環境美化推進モデル地区の指定、変更又は解除の告示） 

第３条 条例第10条第１項の規定により生活安全・環境美化推進モデル地区（以下「推進モ

デル地区」という。）を指定したときは、生活安全・環境美化推進モデル地区標識（第１

号の２様式）を当該地区に、設置するものとする。 

２ 条例第10条第４項及び第５項の規定により告示する事項は、次のとおりとする。 

(１) 推進モデル地区の名称 

(２) 推進モデル地区として指定し、変更し、又は解除する地区 

(３) 推進モデル地区として指定し、変更し、又は解除する期日 

（路上禁煙地区の指定、変更又は解除の告示） 

第４条 条例第11条第１項の規定により路上禁煙地区を指定したときは、路上禁煙地区標識

（第２号様式）を当該地区に、設置するものとする。 

２ 条例第11条第５項及び第６項の規定により告示する事項は、次のとおりとする。 

(１) 路上禁煙地区の名称 

(２) 路上禁煙地区として指定し、変更し、又は解除する地区 

(３) 路上禁煙地区として指定し、変更し、又は解除する期日 
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(４) 路上禁煙地区として指定し、変更し、又は解除する時間帯 

（国又は地方公共団体の施策に協力する組織の登録等） 

第５条 区長は、条例第10条第１項の規定により指定した推進モデル地区又は条例第11条第

１項の規定により指定した路上禁煙地区内において、国又は地方公共団体の施策に協力し

て生活安全の確保及び環境美化の推進に関する組織活動を行う区民の自主的な組織と認め

るものを、別に定めるところにより登録することができる。 

２ 区長は、前項の規定により登録した組織に対して、生活安全の確保及び環境の美化の推

進を図るための啓発等に要する物品の支給その他区長が必要と認める支援を行うことがで

きる。 

（協議会の招集通知） 

第６条 条例第13条第１項に規定する杉並区生活安全協議会（以下「協議会」という。）の

会長は、緊急やむを得ない場合を除き、あらかじめ会議の日時、場所及び議題を示して、

委員に招集の通知をしなければならない。 

（協議会の副会長） 

第７条 協議会に副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

（協議会の部会） 

第８条 会長は、必要があると認めるときは、協議会に部会を置くことができる。 

２ 部会は、会長の指名する委員をもって組織する。 

３ 部会に部会長を置き、会長の指名する委員をもって充てる。 

４ 部会長は、部会を招集し、部会の事務を掌理し、部会の調査審議の経過及び結果を協議

会に報告する。 

５ 部会長に事故があるときは、部会に属する委員（以下「部会員」という。）のうちか

ら、あらかじめ部会長の指名する者がその職務を代理する。 

６ 部会は、部会員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。 

７ 部会の議事は、出席した部会員の過半数で決し、可否同数のときは、部会長の決すると

ころによる。 

８ 部会は、重要な事項の調査審議のため必要があると認めるときは、部会員以外の者の出

席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。 

（協議会の委員） 

第９条 条例第14条第１項に規定する委員は、次のとおりとする。 

(１) 区民 13人以内 

(２) 学識経験者 ２人以内 

(３) 関係行政機関の職員 ５人以内 

（勧告書） 

第10条 条例第17条第１項から第３項までの規定による勧告は、勧告書（第３号様式）によ

り行うものとする。 

（改善等命令書） 

第11条 条例第17条第４項の規定による命令は、改善等命令書（第４号様式）により行うも

のとする。 

（公表） 

第12条 区長は、条例第17条第５項の規定による公表を行おうとするときは、当該公表の対

象となるべきものに対し、事前に意見を述べる機会を与えなければならない。 

２ 前項の公表は、次に掲げる事項を杉並区広報への掲載等により行うものとする。 

(１) 違反したものの住所及び氏名（法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び

代表者の氏名） 

(２) 違反の日時及び場所 

(３) 違反の内容 

(４) 勧告又は命令の内容 
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(５) 弁明の内容その他の区長が必要と認める事項 

（立入調査をする職員の身分証明書） 

第12条の２ 条例第17条の３第２項に規定する身分を示す証明書は、第４号の２様式のとお

りとする。 

（過料） 

第13条 条例第21条（第１号を除く。）の規定による過料の処分をしようとする場合におい

ては、過料の処分を受ける者に対し、あらかじめその旨を告知・弁明書（第５号様式）に

より告知するとともに、弁明の機会を与えなければならない。 

２ 前項の過料の処分をする場合においては、過料の処分を受ける者に対し、過料処分通知

書（第６号様式）を交付するものとする。 

３ 条例第21条（第１号を除く。）の規定により処する過料の額は、2,000円とする。 

一部改正〔平成21年規則30号・78号〕 

（過料の処分をする職員の身分証明書の携帯等） 

第14条 条例第21条の規定による過料の処分をする職員は、その身分を示す証明書（第７号

様式）を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。 

（委任） 

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この規則は、平成15年10月１日から施行する。 

附 則（平成16年10月29日規則第89号） 

この規則は、平成16年11月１日から施行する。 

附 則（平成17年３月29日規則第16号） 

この規則は、平成17年４月１日から施行する。 

附 則（平成21年３月31日規則第30号） 

この規則は、平成21年10月１日から施行する。 

附 則（平成21年９月24日規則第78号） 

この規則は、平成21年10月１日から施行する。 

附 則（平成28年３月１日規則第26号） 

この規則は、平成28年４月１日から施行する。 
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生活安全協議会資料 

令和 7 年 12 月 12 日 

危機管理室地域安全担当 

 

区の防犯対策について 
 

１ 犯罪件数等の推移 

 

 

※1 刑法犯認知件数は年、防犯自主団体数・防犯カメラ設置台数は年度末。 

  令和7年度の刑法犯認知件数、防犯自主団体数は令和 7年10月末現在。 

    ※2 防犯カメラ設置台数は、街角及び公園防犯カメラ、通学路防犯カメラ、防犯協会カメラの合計

値。 

    ※3 防犯協会カメラは 27年度から更新せず、令和元年度末で助成終了。 

 

２ 防犯対策 

（１）各種防犯カメラの設置拡充 

   〇 街角及び公園防犯カメラの設置 

     ※令和 7年度は、街角及び公園防犯カメラを合わせて 15台設置予定 

     ※公園防犯カメラは、令和 4年度から設置開始 
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（２）防犯自主団体の活動支援 

   〇 活動物品の支給 

     令和 3年度より、団体の人数（上限 40名分）に応じてポイントを付与し、団体が必 

 要とする物品を支給する。令和 6年は 17団体、令和 7年は 9月末現在 8団体に支給。 

 

   〇 研修会の実施 

     令和 7年 1月、区内三警察署管内ごとに研修会を実施。合計 116名が参加。本年度

も令和 8年 1月開催予定。 

 

（３）安全パトロール隊による各種防犯活動 

   〇 区安全パトロール隊（区職員）  隊長以下 15 名、車両 5 台、勤務時間：開庁日

8:30～17:15 

     日々の区内パトロール活動、安全パトロールステーションでの防犯相談、侵入・強

盗等の対策として区民の要請に基づく防犯診断などを強化、推進した。 

     その他、小学校下校時警戒などの児童の安全対策強化、特殊詐欺に係るアポ電が多 

発する地域での重点パトロール及び広報活動、保育施設等における安全点検・不審者 

対応訓練の実施など、幅広く区民の安全・安心に直結する活動を展開した。 

〇  安全パトロール隊（業務委託）  隊員 6～8名、車両 3～4台 

     6:30～10:00  路上喫煙防止パトロール 

     6:30～19:00  防犯パトロール 

     19:00～ 6:00  区立公園・駅前広場パトロール 

     上記のパトロール時間区分を基本に、その他、特殊詐欺防止に関する広報活動や

重点防犯パトロールなどを適宜実施した。  

 

（４）防災・防犯情報メールの配信 

   〇 区内で発生した身近な犯罪（特殊詐欺、空き巣、ひったくり、自転車盗）に関する 

  情報と子どもの安全に関わる不審者情報などを区民へメールで配信した。 

 登録者数は、10月末現在 27,355人 

     ・犯罪発生情報：毎日配信（土・日・祝日・年末年始を除く） 

     ・子ども見守り情報：随時（土・日・祝日・年末年始を除く） 

      ※令和 3年度から防災情報メールと統合 

      ※平成 31 年度からメールけいしちょうと連携（区内３警察署より配信されたメ

ールけいしちょうを自動転送） 
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（５）特殊詐欺対策 

〇 特殊詐欺被害の現状 

                    

〇 自動通話録音機の設置促進 

平成 27年度から区内在住の 65歳以上の必要世帯に無料貸与を開始し、本年 10月 

末現在で累計 9,311台を貸与した。 

                             （令和7年10月末現在）   

 
   ※平成27年度は東京都購入分 

 

〇  振り込め詐欺被害０（ゼロ）ダイヤルの運用 

     被害の未然防止や区民の不安軽減のため、平成 30年 6月 25日から、区民が 24時

間 365 日、特殊詐欺に関する電話相談できる窓口を開設し、本年 10 月末現在で累計

4,700件の相談があった。 

                               （令和 7 年 10 月末現在）        
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区　分 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和7年度 累計

貸与台数 745 300 300 500 1,292 1,077 1446 933 1,109 1,103 506 9,311

区　分 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 累計

相談件数 557 1,027 646 486 923 492 404 165 4,700

（令和7年9月末現在） 
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〇「広報すぎなみ」等を活用した広報啓発活動 

 

             

 

 

〇 その他の取組 

・ 令和 7年度杉並区敬老会の開催に伴い、式典参加者（4,217人）に向けて、警察 

と合同で被害防止チラシを配布するとともに、登壇し直接注意喚起を行った。 

・ 「安心おたっしゃ訪問」（高齢者在宅支援課）のほか、杉並区町会連合会常任理 

 事会等において、被害防止の注意喚起チラシを配布したほか、後期高齢者医療制度 

や介護保険等の通知（封書）に注意喚起を明記するなど、各業務において関係する 

高齢者に向けた啓発活動を行った。 

・ 昨年度警察と合同で作成した、区役所職員を装った還付金詐欺被害防止動画を 

 引き続き YouTubeで配信した。 

  ・ 防災フォーラム、町会・自治会集会所、ケア２４、ささえあいシンポジウムなど

において、出張出前防犯講話を実施し、啓発活動を行った。 

 ・ 特殊詐欺被害防止を図るため、区役所等でのデジタルサイネージを活用した周知

活動を行った。 

 ・ 引き続き区庁有車約 100台に「特殊詐欺注意喚起パネル」を貼付し、啓発活動を

行った。 

 ・ 警察と連携し、区内の大型商業施設や駅前広場、地域区民センターなどで特殊詐

欺防止イベントを開催し、チラシや啓発品を配布するなど、被害防止活動を行った。 

・ 屋根の修理など必要のないリフォームを行う悪質リフォーム業者対策として、消 

費者センターと連携し、チラシの作成や安全パトロール隊による広報活動を行った。 

・ 広報すぎなみ（令和7年10月1日号） 

 

・警察官・ＮＴＴ騙りポスター 

 



 

                                     資料３  
 

 

 

- 5 - 

 

 

 

（６）自転車盗難防止対策 

〇 刑法犯認知件数の約４割を占める自転車盗について、被害が集中する駅周辺におけ 

 る安全パトロール隊員による重点的な被害防止対策等を実施した。 

     ・ 区内三警察署との自転車盗難防止キャンペーン実施（区内各駅） 

         ・ ポスターやチラシを作成し、町会・自治会や区内の自転車駐車場等に配布すると

ともに、自転車盗難防止キャンペーンでワイヤー錠などの啓発グッズを配布した。 

 

（７）区境合同パトロール（10・11月） 

   〇 中野区、練馬区、世田谷区・渋谷区との区境合同パトロールを実施した。 

（杉並区 110名、総勢 246名） 
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（８）防犯機器等購入補助事業 

   〇 防犯カメラ、カメラ付きインターホンやセンサーライトなど侵入盗対策に有用な物

品を購入、設置した区民に対し、その経費の一部を補助することにより空き巣や強盗

などの被害防止対策を進めた。 

 

（９）防災・防犯カタログ事業 

〇 自然災害や強盗・特殊詐欺などの犯罪から、自らの命・財産を守るための支援策と 

 して、防災(約 80種類)・防犯(ダミー防犯カメラ、センサーライト、補助錠、防犯 

フィルム、特殊詐欺対策等のための録音機能付音声発生器など約 30種類)用品いずれ

か一つを無料で届けるカタログ冊子を全世帯に配付しました。 

 

・防犯機器等購入補助事業             ・防災・防犯カタログ事業 

    

 

（10）その他 

〇 令和 7年 6月 7日(午前) 痴漢対策キャンペーン 

（ＪＲ東日本・杉並警察署共催） 

〇 令和7年6月7日(午後) ロックの日キャンペーン（鍵の見直しと防犯意識の啓発） 

（阿佐ヶ谷駅） 

〇 令和 7年 6月 10日(午前) 痴漢対策キャンペーン 

（京王井の頭線・高井戸警察署共催） 

〇 令和 7年 10月 17日 地域安全のつどい（区内三警察署共催） 

  参加者 約 330名 
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令 和 7 年 1 2 月 1 2 日 

環境部杉並清掃事務所 

 

 

資源持ち去り対策の実績について 

 

「杉並区廃棄物の処理及び再利用に関する条例」に基づく古紙等の資源持ち去りに

対するパトロール等の実績及び現状について、下記のとおり報告いたします。 

 

記 

 

１．パトロールの体制及び実施状況  

 

（１）パトロール体制 

① 実施区域・・・・・・・・杉並区内全域 

② 実施日時・・・・・・・・日曜日を除く午前７時１０分から随時 

③ 車両台数及び従事者・・・普通乗用車１台×清掃事務所職員２名 

 

（２）パトロール実施状況 

 ５年度 ６年度 ７年度(※) 

パトロール件数 １１４ １０１ ６２ 

持ち去り車両確認数 ４８ ７１ ２２ 

現場指導件数 １３ ２４ １３ 

警告書配布件数 ４ ０ ２ 

※令和 7 年 11 月末日現在 

 

２．資源持ち去りの現状 

 

デジタル化の進展に伴う新聞購読者の減少などの影響を受け、古紙資源量も

減少傾向にあり、古紙の持ち去り行為自体も以前より減少しております。 

しかしながら昨今の金属価格の上昇により、不燃ごみとして出された金属類

を持ち去る事象が、古紙の持ち去りを上回っている状況です。金属類の持ち去

りに対しては、条例などによる罰則がなく口頭での注意のみとなりますが、区

民からの情報提供等をもとに監視パトロールを実施し、持ち去り行為を発見し

た際には注意・指導を行い、資源持ち去りの防止に努めております。 

今後も引き続き監視パトロールを実施するとともに、区が委託している資源

回収業者による通常収集作業前の早朝回収や、区民の協力を得ながら資源持ち

去り防止対策に取り組んでまいります。 
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生 活 安 全 協 議 会 資 料 
令 和 ７ 年 1 2 月 1 2 日 
環 境 部 環 境 課 

 路 上 喫 煙 対 策 に つ い て 

 「杉並区生活安全及び環境美化に関する条例」に基づく喫煙マナーの指導状況等につ

いて、次のとおり報告いたします。 

 

１ 歩きたばこ等の調査 

（１）歩きたばこ調査（人） 

地 区 高円寺 阿佐ヶ谷 荻窪 西荻窪 上井草 高井戸 合計 

H22年度（参考） 10 5 6 2 12 2 37 

R4年度 3 1 3 1 1 0 9 

R5年度 3 2 4 2 3 0 14 

R6年度 8 1 8 1 0 7 25 

※路上禁煙地区での朝 90分の定点観測の数字 

※年２回（4月、10月）調査の平均値。 

（２）吸い殻調査（本） 

地 区 高円寺 阿佐ヶ谷 荻窪 西荻窪 上井草 高井戸 合計 

H22年度（参考） 66 98 32 37 70 50 353 

R4年度 22 17 17 38 6 6 106 

R5年度 42 20 54 11 10 6 143 

R6年度 50 23 49 24 12 5 163 

※路上禁煙地区の定点範囲内の吸い殻数 

※年２回（4月、10月）調査の平均値 
 

２ 指導状況 

（１）指導実績（件数） 

地  区  高円寺 阿佐谷 荻 窪 西荻窪 上井草 高井戸 6 地区外 合計 

H22年度（参考） 1,558 996 691 231 97 33 366 3,972 

4年度 186 84 163 24 3 2 243 705 

5年度 127 61 131 3 3 7 166 498 

6年度 127 45 72 3 3 2 166 418 

※路上禁煙地区（６地区周辺）を中心に、区内全域での指導件数 

※職員と民間警備会社（朝３時間委託）の合計数 
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（２）指導内容 

指導は、喫煙指導員が、違反者に対し、適宜、携帯灰皿や喫煙マップを手渡して、

区の喫煙ルールの徹底を呼び掛ける。 

 

３ 公衆喫煙場所の廃止 

（１）廃止箇所と廃止日 

上井草スポーツセンター  令和７年８月 ６日 

大田黒公園        令和７年９月３０日 

 

（２）廃止に至った理由 

① スポーツ施設は健康増進が目的であり、原則、喫煙場所を設置していない。 

② 駅や商店街から離れていて、他の喫煙所に比べ利用者が少数である。 

③ 住居専用地域内に存し、近隣住民等からの苦情が多い。 

※休止期間を設け、周辺環境への影響を調査した上で、廃止した。 

        

 

４ 荻窪駅南口公衆喫煙場所の改修 

区内で利用者が最多の喫煙場所であるが、構造がパーテーション型であり、立地場

所が駅階段に近く、すぐ脇をＪＲ線が運行するため、タバコの煙や匂いが周囲に漂い、

通行人及び駅利用者から、改善を望む多くの声が寄せられていた。 

利用者が集中する朝夕は、喫煙場所からはみ出る「はみ出し喫煙者」も目立つ状況

であった。 

区は、こうした現状を踏まえ、以下 2段階で、改修工事を進めた。 

 

 

（１） 令和６年度 

当該喫煙場所内の花壇を移設し、喫煙スペースを拡大（6.7㎡→17㎡）して、「は

み出し喫煙」対策を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

    〈花壇移設前〉                   〈花壇移設後〉 
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（２） 令和７年度 

煙を密閉できる「コンテナ型喫煙場所」へ改修を図る。開設予定は令和８年３月  

            

 
（現 況）         （改修後イメージ）    

 

 

５ 路上禁煙地区の指定について 

区では、通行者が多く、歩きたばこ等が危険な JR 駅周辺など６地区を路上禁煙地

区に指定している。これまでも、重点的に巡回パトロールを実施して喫煙ルールの浸

透、マナーの向上に努めてきた。 

禁煙地区の拡大を求める声や喫煙場所の廃止を求める声はあるが、他自治体の先例

から、地区を拡大することにより、周辺の禁煙地区に喫煙者が集中し、新たな苦情を

生むことが想定される。 

よって、引き続き、６地区の禁煙地区の指定を継続するとともに、禁煙地区内にお

いても、受動喫煙防止対策を強化した喫煙環境を確保することにより、喫煙者と非喫

煙者が安心して共存できる環境づくりに努めていく。 

 

 

 

 

 



7年 増　減 7年 増　減 7年 増　減 7年 増　減 7年 増　減 7年 増　減 7年 増　減 7年 増　減 7年 増　減 7年 前年 増　減

警察署計
(都内）

3,624  +920  3,500  +1,011  124  -91  2,311  +463  217  +5  1,264  +88  522  +23  742  +65  137  -65  82,333  78,374  +3,959 

杉   　並 51  +33  48  +35  3  -2  16  -34  2  ±0  6  +2  5  +3  1  -1  1  ±0  944  861  +83 

高 井 戸 29  +4  28  +4  1  ±0  19  +11  1  -3  11  +5  3  +3  8  +2  2  +1  561  609  -48 

荻   　窪 32  -8  32  -6  0  -2  17  +6  4  +3  7  -1  5  +5  2  -6  0  ±0  623  624  -1 

杉並区 112  +29  108  +33  4  -4  52  -17  7  ±0  24  +6  13  +11  11  -5  3  +1  2,128  2,094  +34 

　　　　　　　　杉並三署刑法犯認知状況（１０月末）

詐欺 キャッシュカード詐欺盗

【 資 料 6 】

不同意性交等 不同意わいせつ

刑法犯認知件数

  ※「子供に対する犯罪」については、刑事部総合犯罪対策対象犯罪等から除かれているため今年度から項目を省きました。

自 動 車 盗

所 属

特 殊 詐 欺 侵 入 窃 盗 性 犯 罪強 盗
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令 和 ７ 年 １ ２ 月 １ ２ 日 

杉並区生活安全協議会資料 

杉 並 ・ 荻 窪 消 防 署 

１ 杉並区の火災状況（令和７年１月～１０月） 

※項目欄の増減は、対前年同日比を示します。 

項目 
杉並区（A+B） 杉並署管内(A) 荻窪署管内(B) 

件数 増減 件数 増減 件数 増減 

火

災

種

別 

建物火災 

全焼 ２ ＋１ ２ ＋１ ０ ±０ 

半焼 ２ ＋１ １ ±０ １ ＋１ 

部分焼 １３ －２ ８ －１ ５ －１ 

ぼや ７０ ＋１２ ４３ －１ ２７ ＋１３ 

小計 ８７ ＋１２ ５４ －１ ３３ ＋１３ 

車両 ７ ±０ ３ －２ ４ ＋２ 

その他 １８ ＋５ １３ ＋４ ５ ＋１ 

合計 １１２ ＋１７ ７０ ＋１ ４２ ＋１６ 

焼損床面積（㎡） ３７７ ＋２１３ ２４２ ＋１１７ １３５ ＋９６ 

焼損表面積（㎡） ２６５ ＋９４ １００ －１２ １６５ ＋１０６ 

死者（人） ０ －１ ０ －１ ０ ±０ 

傷者（人） ３２ ＋１２ ２２ ＋９ １０ ＋３ 

出

火

原

因 

電気製品等 ４２ ＋１ ２６ －３ １６ ＋４ 

ガス設備機器 １６ ＋１０ ７ ＋６ ９ ＋４ 

放火（疑い含む）・火遊び ８ －１ ４ －３ ４ ＋２ 

たばこ １７ ＋６ １２ ＋６ ５ ±０ 

その他・不明 ２９ ＋１ ２１ －５ ８ ＋６ 

（令和７年１０月３１日現在速報値） 



２ 杉並区の火災件数及び火災による死者の状況 

杉並区の火災発生件数は、１１２件で昨年同日より１７件増となっています。 

また、建物火災件数は８７件で昨年同日より１２件増加し、焼損床面積及び焼損表面積ともに増

加しており、延焼火災の発生は増加傾向となっています。 

杉並区の火災による死者０人で、令和６年の同時期に比べ１人減少しています。 

 

３ 出火原因について 

  杉並区の火災出火原因は、電気関係に起因する件数が４２件で火災全体の約３８％を占めており

昨年同日より１件増、ガス設備機器に起因する件数は１６件、昨年同日より１０件増、たばこに

起因する件数は１７件、昨年同日より６件増となっています。 

 



令和7年11月現在

＊「加熱式たばこ」も対象になります。 This also applies to heated tobacco products.

杉並区の
喫煙ルール

Suginami City Smoking Rules

3つの約束 ～これだけは守ってね！
Three promises -Please make sure to follow this! 

ルール1
Rule 1

ルール2
Rule 2

ルール3
Rule 3

歩きたばこ・
ポイ捨ては
区内全域禁止

The city prohibits 
smoking while walking 
and tossing away 
cigarette butts in the 
whole area.

喫煙禁止の場所が
あります

There are areas where 
smoking is prohibited.

（中面の地図を見てね）
(Please look at the map 
inside.)

喫煙するときは、
周囲に配慮しましょう
When smoking, be 
considerate of those 
around you.

（受動喫煙対策を
理解しましょう）

(Understand passive 
smoking prevention 
measures.) 

（目的）
第一条 この条例は、生活安全及び環境美化について必要な事項を定めることにより、生
活安全及び環境美化に関する区民等及び事業者の意識の高揚に努め、その自主的な活動を
支援するとともに、地域の犯罪の防止及び環境美化の促進を図り、もって安全で快適な杉
並区（以下「区」という。）をつくることを目的とする。
（定義）
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める
ところによる。
一 区民等 区民（区内に居住する者をいう。以下同じ。）及び区内に滞在し、又は区内を
通過する者をいう。
二 事業者 区内において、事業活動を行うものをいう。
三 関係行政機関 区の区域を管轄する警察署、消防署、国道及び都道の管理事務所その他
の行政機関をいう。
四 吸い殻等 たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くずその他これらに類する
物をいう。
五 空き缶等 飲料、食料等を収納し、又は収納していた缶、瓶その他の容器をいう。
六 公共の場所 道路、公園、河川、駅前広場その他の公共の用に供する場所（屋外に限る。）
をいう。
七 落書き 公共の場所及び他人が所有し、占有し、又は管理する建築物その他の工作物を、
みだりに塗料等により汚損することをいう。
（区の責務）
第三条 区は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる事項について必要な施策を実
施しなければならない。
一 区民等及び事業者の生活安全及び環境美化に関する意識の啓発
二 区民等及び事業者の行う生活安全及び環境美化に関する活動の支援
三 安全で快適な地域社会をつくるための環境の整備
（区民等の責務）
第四条 区民等は、相互に協力して生活安全の確保及び環境美化の推進に努めるものとする。
２ 区民等は、次に掲げる事項をしてはならない。
一 吸い殻等及び空き缶等をみだりに公共の場所に捨てること。
二 落書きをすること。
三 自己の所有し、又は飼養（保管を含む。）する犬のふんをみだりに公共の場所に放置す
ること。
３ 区民等は、次に掲げる事項に努めなければならない。
一 公共の場所を歩行中（自転車乗車中を含む。）に喫煙をしないこと。
二 吸い殻入れが備え付けられていない公共の場所で喫煙をするときは、携帯用吸い殻入
れを携帯し、これを使用すること。
４ 区民等は、自動車（原動機付き自転車を含む。）及び自転車、家具、電気器具その他の
粗大ごみをみだりに公共の場所に捨ててはならない。
５ 区内の土地又は建築物（以下「土地等」という。）を所有し、又は管理するものは、当
該土地等を不良な状態（みだりに草木を繁茂させ、又は廃棄物を放置すること等により、
当該土地等の周辺に居住する者の健康の保持若しくは生活環境の保全又は防犯上支障を生
ずるおそれのある状態をいう。以下同じ。）にしないように、適正に管理しなければなら
ない。
６ 区民等は、この条例の目的を達成するため、区及び関係行政機関が実施する施策に協
力しなければならない。
（事業者の責務）
第五条 事業者は、区内に有する事業所の周辺その他事業活動を行う地域において、生活
安全の確保及び環境美化の推進に努めなければならない。
２ 吸い殻等及び空き缶等の散乱の原因となるおそれのあるたばこ、飲料等の製造、加工、
販売等を行う事業者は、吸い殻等及び空き缶等の散乱を防止するため、区民等に対する意
識の啓発に努めなければならない。
３ 空き缶等の散乱の原因となるおそれのある飲料、食料等の販売を行う事業者は、販売
場所（自動販売機の設置場所を含む。）に空き缶等の回収容器を設置し、これを適正に管
理しなければならない。
４ 事業者は、看板、立札、ポスターその他これらに類する物をみだりに公共の場所に放
置してはならない。
５ 事業者は、この条例の目的を達成するため、区及び関係行政機関が実施する施策に協
力しなければならない。
（関係行政機関の責務）
第六条 関係行政機関は、この条例の目的を達成するため、区が実施する施策に協力する
ものとする。
（区民の自主的な組織活動への支援）
第七条 区長は、生活安全の確保及び環境美化の推進に関する区民の自主的な組織活動を
支援することができる。
（安全な地域社会をつくるための環境の整備）
第八条 区長は、共同住宅、大規模な店舗その他の規則で定める建築物（以下「共同住宅等」
という。）について、建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）に基づく確認申請を行
おうとする建築主に対し、防犯設備の設置について、あらかじめ、当該共同住宅等の敷地
を管轄する警察署と協議をするよう指導するものとする。
２ 区長は、街路灯の整備その他の生活安全に係る環境の整備に努めなければならない。
（ビラ等の散乱の防止等）
第九条 何人も、屋外広告物（第三項に掲げる文書図画を除く。）を掲出し、又はビラその
他の宣伝用の物品（以下「ビラ等」という。）を配布するときは、まちの景観及び通行の
安全を害してはならない。
２ 公共の場所において、ビラ等を配布し、又は配布されたものは、そのビラ等が散乱し
たときは、速やかにこれを回収し、当該公共の場所の清掃を行わなければならない。
３ 公職選挙法（昭和二十五年法律第百号）に基づき撤去すべき期日等が定められている
選挙運動用又は政治活動用の文書図画を掲示した者（掲示責任者を含む。）は、当該期日
等までに、当該文書図画を撤去しなければならない。
（草木の除去及び廃棄物の処理の委託）
第九条の二 不良な状態にある土地等を所有し、又は管理する者は、疾病その他やむを得
ない理由により、自ら草木の除去及び廃棄物の処理をすることができないときは、これを
区長に委託することができる。
（生活安全・環境美化推進モデル地区）
第十条 区長は、吸い殻等及び空き缶等の散乱が著しく、又は屋外広告物が放置され、かつ、
特に生活安全の確保及び環境美化の推進を図る必要があると認められる地区を、生活安全・
環境美化推進モデル地区（以下「推進モデル地区」という。）として、指定することができる。
２ 区長は、推進モデル地区において、関係行政機関の協力を得て、第三条各号に掲げる
事項を重点的に実施するものとする。

３ 区長は、推進モデル地区を指定しようとするときは、当該推進モデル地区の区民及び
区内に滞在する者の意見を聴くとともに、当該推進モデル地区を管轄する警察署と協議す
るものとする。
４ 区長は、第一項の推進モデル地区を指定したときは、その旨を告示しなければならない。
５ 前二項の規定は、推進モデル地区を変更し、又は解除する場合について準用する。
（路上禁煙地区）
第十一条 区長は、特に必要があると認める地区を、路上禁煙地区として指定することが
できる。
２ 前項の指定は、終日又は時間帯を限って行うことができる。
３ 路上禁煙地区においては、道路上で喫煙する行為及び道路上（沿道の植栽帯を含む。）
に吸い殻を捨てる行為を禁止する。
４ 区長は、路上禁煙地区を指定しようとするときは、当該地区の区民及び区内に滞在す
る者の意見を聴くとともに、当該路上禁煙地区を管轄する警察署と協議するものとする。
５ 区長は、路上禁煙地区を指定したときは、その旨を告示しなければならない。
６ 前二項の規定は、路上禁煙地区を変更し、又は解除する場合について準用する。
（指定の見直し）
第十二条 第十条第一項の推進モデル地区及び前条第一項の路上禁煙地区の指定の見直し
は、一年ごとに行うものとする。
（協議会の設置）
第十三条 生活安全及び環境美化に関する施策の実施に関し、区長の諮問に応じて調査審
議するため、杉並区生活安全協議会（以下「協議会」という。）を置く。
２ 協議会は、生活安全及び環境美化に関する事項について、区長に意見を述べることが
できる。
（協議会の組織）
第十四条 協議会は、次に掲げる者につき、区長が委嘱する委員二十人以内をもって組織
する。
一 区民
二 学識経験者
三 関係行政機関の職員
２ 委員の任期は二年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、
前任者の残任期間とする。
（協議会の会長）
第十五条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
２ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
３ 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
（協議会の会議）
第十六条 協議会は、会長が招集する。
２ 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
３ 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するとこ
ろによる。
４ 協議会の会議は、公開とする。ただし、協議会の議決があったときは、非公開とする
ことができる。
（勧告及び命令）
第十七条 区長は、第五条第三項の規定に違反している事業者に対し、回収容器を設置し、
又はこれを適正に管理するよう勧告することができる。
２ 区長は、第九条第一項の規定に違反した者に対し、屋外広告物の撤去又は通行の安全
の確保その他必要な措置を講じるよう勧告することができる。
３ 区長は、第九条第三項の規定に違反した者に対し、文書図画の撤去その他必要な措置
を講じるよう勧告することができる。
４ 区長は、第四条第二項各号若しくは同条第四項の規定に違反した者又は同条第五項若
しくは第九条第二項の規定に違反したものに対し、生活環境を著しく害していると認める
ときは、期限を定めて、必要な改善その他必要な措置を命ずることができる。
５ 区長は、第一項から第三項までの規定による勧告又は前項の規定による命令を受けた
ものが、正当な理由なくその勧告又は命令に従わないときは、その旨を公表することがで
きる。
（代執行）
第十七条の二 区長は、第四条第五項の規定に違反して前条第四項の規定による必要な改
善その他必要な措置を命ぜられた者がこれを履行しない場合において、他の手段によって
その履行を確保することが困難であり、かつ、その不履行を放置することが著しく公益に
反すると認められるときは、行政代執行法（昭和二十三年法律第四十三号）の規定により、
自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者
から徴収することができる。
（立入調査）
第十七条の三 区長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、必要と認め
る場所に立ち入り、その状況を調査させ、又は関係人に質問させることができる。
２ 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に
提示しなければならない。
（委任）
第十八条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
（罰金）
第十九条 推進モデル地区内において第四条第二項各号の規定に違反し、第十七条第四項
の命令を受けてこれに従わなかった者は、五万円以下の罰金に処する。
（告発）
第二十条 前条に該当する者があるときは、区長は、これを告発するものとする。
（過料）
第二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の過料に処する。
一 推進モデル地区内において第四条第二項各号の規定に違反し、生活環境を著しく害し
ていると認められる者（次号に該当するものを除く。）
二 第十一条第三項の規定に違反して喫煙し、又は吸い殻を捨てた者
附　則
１ この条例は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、第十九条から第二十一条ま
での規定は、規則で定める日から施行する。
（平成二十一年規則第二十九号で第二十一条（第一号を除く。）の規定は、平成二十一年十
月一日から施行）
２ 杉並区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和五十年杉並区条例第
三十一号）の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附　則（平成十六年十月十二日条例第三十一号）
この条例は、平成十六年十一月一日から施行する。

杉並区生活安全及び環境美化に関する条例

杉並区 環境部環境課生活環境担当　杉並区阿佐谷南1丁目15番1号　電話03-3312-2111（代表）



範
囲 区内全域 路上禁煙地区（重点地区）

内
容
歩きたばこ・吸い殻のポイ捨て
禁止（自転車乗車中を含む）

喫煙行為を禁止
（自転車乗車中を含む）

過
料 なし あり。過料2,000円

サ
イ
ン

　杉並区では、条例により区内全域で、歩きたばこや吸い殻
のポイ捨てをしないよう定めています。また、地図のとおり
区内6駅周辺を重点地区として「路上禁煙地区」に指定し、
喫煙自体を禁止しています。路上禁煙地区では、条例施行
後、地区を中心に啓発活動や環境美化パトロールを実施す
ることで、喫煙者のマナー向上に努めてきました。しかし、
ルールを守らない喫煙者が見受けられるため、路上禁煙地
区における条例違反者に対し、2,000円の過料を科すことに
しました。今後は、区内全域でも啓発活動を強化し、歩きた
ばこをしないことなど、喫煙マナーの向上を呼びかけていき
ます。

   Suginami City has an ordinance prohibiting smoking 
while walking and tossing away cigarette butts in the 
whole area of the city. Also, as shown on the map, the 
streets around the six stations are designated as “Public 
Non-smoking Areas”, where smoking is strictly prohibited. 
(The segments depicted with the red lines on the map) 
Since the enforcement of the city ordinance, efforts have 
been made to improve smoking manners by conducting 
awareness-raising activities and patrols for environment 
beautification focusing on the “Public Non-smoking 
Areas”. However, there were still smokers who failed to 
follow the rules, therefore the City decided that violators 
of the city ordinance in the “Public Non-smoking Areas” 
should be fi ned 2,000 yen. We will strengthen awareness-
raising activities in the whole area of the city and continue 
to call for improvement of smoking manners. 

※阿佐谷南2-18-8   3階音楽館   午後2時から午後10時まで利用可　     

※高円寺南3-70-9 THE TOBACCO KOENJI　午前7時から午前0時まで利用可

JR 阿佐ケ谷駅周辺（ASAGAYA STATION）

JR 高円寺駅周辺（KOENJI STATION）

JR 西荻窪駅周辺（NISHIOGIKUBO STATION）

JR 荻窪駅周辺（OGIKUBO STATION）

西武新宿線上井草駅周辺（KAMIIGUSA STATION）

京王井の頭線高井戸駅周辺（TAKAIDO STATION）

赤色が路上禁煙地区です➡ 
Red areas are no-smoking areas.








